
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

①２０２３年１１月、退職者の補充として茅ヶ崎派出への異動を命ぜられ、 

残り２年を全うしようと腹をくくり、異動に応じる。 

②着任してから約４ヶ月後の２０２４年３月１８日（月） 

突然、逗子派出への異動を慫慂される！ 

③本人が異動を断ると、ＪＥＴＳ本社から常務が説得に来る！ 

④２０２４年４月１８日（木）に再度異動の慫慂を受け、その際に… 

“過少要求パワハラ”と“脅し”を受ける！！ 
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